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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１０月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２６年５月１７日（土） １５時０５分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港の高潮防波堤鍋田堤南方沖 

愛知県弥富市所在の名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位２

８３°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°００.６′ 東経１３６°４７.７′） 

事故調査の経過  平成２６年５月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーモ－ターボート ＭＩ
ミ

ＹＵ
ユ

ＫＩ
キ

、５トン未満 

 ２４０－５３５２３愛知、個人所有 

 ３.２７ｍ（Lr）×１.３２ｍ×０.４５ｍ、軽合金 

 ガソリン機関（船外機）、７.３kＷ、平成１３年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成８年８月２９日 

  免許証交付日 平成２６年５月１５日 

         （平成３１年５月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機及び燃料タンクが脱落 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、名古屋港の鍋

田ふ頭南西方沖で潮干狩りを行っていたが、風が強くなり始め、上げ

潮となったため、潮干狩りを終えて名古屋港の高潮防波堤鍋田堤（以

下「本件防波堤」という。）南東端沖に向け、本件防波堤南方沖を往

航時の約１２km/h より少し下げた速力で航行した。 

 船長は、船尾側のシートに腰を掛けて左手で船外機のハンドルを操

作し、同乗者Ａが中央のシートに、同乗者Ｂが船首側のシートにそれ

ぞれ前方を向いて腰を掛けていた。 

本船は、東進中、平成２６年５月１７日１５時０５分ごろ、本件防

波堤南方沖において、左舷船尾方からの波を受けて船体が船首方に傾

き、船首が波の谷底に突き刺さると同時に海水が船内に流入して右舷

側から転覆した。 
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 船長及び同乗者２人は、海に投げ出されて付近を航行中の２隻の船

舶に救助され、そのうちの１隻の船舶へ移乗した後、同船舶から海上

保安庁へ本事故の通報を行った。 

 本船は、名古屋港のポートアイランド西岸に流されたが、巡視艇に

よって回収された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約７.６m/s 、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期、波向 西北西、波高 約１ｍ 

 その他の事項 

 

 船長は、本事故当日、車に積載していた本船を鍋田ふ頭北西方の岸

辺から海に降ろして使用した。 

本船は、船体がアルミ製であり、船底から船首ブルワークまでの高

さ及びトランサムの高さが、それぞれ約５８cm 及び約３８cm であっ

た。なお、本船の最大搭載人員は、３人であった。 

 本船は、船尾のブルワークに使用に関する注意事項が掲示され、次

のように記載されていた。（日本舟艇工業会） 

 ・規定馬力以上のエンジンは絶対に使用しないで下さい。 

 ・波立った水面ではスピードを落として航走して下さい。 

 ・重いもの（バッテリー、タンク、いけす等）を積み込む時は敷板

等を設け、船底に直に触れない様しっかり固定して下さい。 

 本船は、船長が同乗者１人と共にいつも乗っていたが、本事故当

日、初めて３人で乗り、同乗者Ｂが船首側のシートに腰を掛けたた

め、船首がいつもより沈んでいた。 

 本船は、潮干狩りを終えた時、船内に水は溜
た

まっていなかった。 

船長は、ふだん波が近づけば、針路や速力を変えていたが、本事故

当時、周囲を見ていなかったので、波が近づいていることに気付かな

かった。  

船長は、ウエットスーツを着用し、同乗者Ｂは救命胴衣を着用して

いたが、同乗者Ａは、救命胴衣を着用していなかった。 

本船は、船長が平成１３年に所有した当初は年間約１２～１３回使

用されていたが、その後、約８年間使用されず、平成２６年５月９日

に小型船舶検査機構（ＪＣＩ）の定期検査を受検した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、名古屋港の本件防波堤南方沖を東進中、船長が左舷船尾方

からの波の接近に気付かなかったことから、左舷船尾方から波を受け

て船体が傾斜して海水が船内に流入し、転覆したものと考えられる。

原因  本事故は、本船が、名古屋港の本件防波堤南方沖を東進中、船長が

左舷船尾方からの波の接近に気付かなかったため、左舷船尾方から波

を受けて船体が傾斜して海水が船内に流入し、転覆したことにより発
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生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船体のトリムを考慮し、船首が沈みすぎないよう、同乗者の配置

を決定すること。 

 ・海面の状況も把握しながら見張りを行い、安全な航行に努めるこ

と。 

・乗船者は、救命胴衣等の適切な着用を心掛けること。 

 


